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  各都道府県知事  殿 
 
 
 厚生労働省医政局長 
 
 

地域医療再生臨時特例交付金の運営について 
 
 

 標記交付金の運営については、「地域医療再生臨時特例交付金の運営について」（平成

21 年 6 月 5 日医政発第 0605008 号）本職通知の別紙「地域医療再生管理運営要領」によ

り行われているところであるが、今般、管理運営要領の一部が別添新旧対照表のとおり改

正され、平成 22 年 11 月 26 日から適用することとされたので通知する。 

 なお、管内関係者に対しては、貴職から周知されるようご配慮願いたい。 

TTGOQ
写し
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旧 新 

別紙 

地域医療再生基金管理運営要領 

 

第１ 通則 

地域医療再生臨時特例交付金により都道府県に造成された

基金（以下「基金」という。）の管理、運用、取崩し等及び基金を

活用して行われる事業（以下「基金事業」という。）については、こ

の要領の定めるところによるものとする。 

なお、この要領は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号）第７条に規定する補助金等

の交付の条件である。 

 

第２ 基金の造成 

（１）基金の造成 

基金は、平成２１年６月５日厚生労働省発医政第０６０５００３

号厚生労働省事務次官通知別紙「地域医療再生臨時特例交付

金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）に基づき、都道府県が

国から地域医療再生臨時特例交付金の交付を受けて造成する

ものとする。 

 

 

 

（２）基金の造成方法 

基金については、次の事項を条例等において規定するものと

別紙 

地域医療再生基金管理運営要領 

 

第１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 基金の造成 

（１）基金の造成 

基金は、平成２１年６月５日厚生労働省発医政第０６０５００３

号厚生労働省事務次官通知別紙「地域医療再生臨時特例交付

金交付要綱」（以下「平成２１年度交付要綱」という。）及び平成２

２年１２月９日厚生労働省発医政１２０９第７号厚生労働省事務

次官通知別紙「地域医療再生臨時特例交付金交付要綱」（以下

「平成２２年度交付要綱」という。）に基づき、都道府県が国から

地域医療再生臨時特例交付金の交付を受けて造成するものと

する。 

（２） （略） 
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する。 

① 基金の造成目的 

② 基金の額 

③ 基金の管理 

④ 運用益の処理 

⑤ 基金の処分 

（３）基金の取崩し 

   都道府県は、地域医療再生計画（交付要綱の２に定める地域医

療再生計画をいう。以下同じ。）の範囲内で、必要に応じ、都道

府県又は当該都道府県以外の者（以下「事業者」という。）が行う

基金事業に必要な経費を基金から取り崩し、支出するものとす

る。 

 

 

 

 

（４）基金の運用 

基金の運用については、次の方法によるものとする。 

① 国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得 

② 金融機関への預金 

③ 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託（ただし、元

本保証のあるものに限る。） 

基金の運用によって生じた運用益は、当該基金に繰り入れる

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

（３）基金の取崩し 

① 都道府県は、平成２１年度交付要綱及び平成２２年度交付

要綱の２に定める地域医療再生計画の範囲内で、必要に応じ、

都道府県又は当該都道府県以外の者（以下「事業者」という。）

が行う基金事業に必要な経費を基金から取り崩し、支出するも

のとする。 

② 都道府県は、平成２１年度交付要綱及び平成２２年度交付

要綱の４に基づき決定された交付額については、地域医療再

生計画を実施するにあたり、この区分を超えて配分の変更をし

てはならない。 

（４）～（５） （略） 
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（５）基金の処分の制限 

基金（（４）により繰り入れた運用益を含む。）は、基金事業を実

施する場合を除き、これを取り崩してはならないものとする。 

 

第３ 基金事業の実施 

（１）基金事業の対象 

基金事業は、地域医療再生計画に定める事業（国庫負担（補

助）金対象事業に要する費用のうち国以外の者が負担する経費

の全部又は一部を負担する事業を含む。ただし、既に実施して

いる国庫負担（補助）金対象事業及び既に実施している地方単

独事業を除く。）を対象とする。 

（２）基金事業の実施主体 

基金事業の実施主体は、都道府県又は事業者とする。 

また、都道府県は、外部の団体等へ事業の一部を委託するこ

とができるものとする。 

（３）事業者が行う基金事業に係る助成金の交付申請等  

① 事業者は、基金事業を実施しようとする場合は、毎年度、都

道府県に対して基金事業に係る助成金の申請をしなければな

らない。 

② 都道府県は、事業者から基金事業に係る助成金の申請を受

けた場合には、審査を行い、当該申請の内容を適正と認める

場合は、当該事業者に対し助成金の交付を行うものとする。 

③ 都道府県は、②の助成決定に基づき、基金から当該事業相

当分を取り崩し、これを一般会計に繰り入れ、都道府県が負

 

 

 

 

第３ （略） 
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担する額を合わせた上で、事業者に対し助成金を交付するも

のとする。 

 

第４ 基金事業を実施する場合の条件 

（１）都道府県が基金事業を実施する場合 

① 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びそ

の従物並びに基金事業により取得し、又は効用の増加した価

格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で

定める耐用年数を経過するまでの間、厚生労働大臣の承認を

受けないで、当該基金事業の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

② 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収

入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納

付させることがある。 

③ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産について

は、基金事業の完了後においても善良な管理者の注意をもっ

て管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならな

い。 

④ 基金事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした調

書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証

拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を基金事業完了の

日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認

を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけ

 

 

 

第４ （略） 
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ればならない。 

⑤ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結す

るいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括

して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

（２）都道府県が事業者が行う基金事業に対して助成する場合 

① 基金事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合に

は、都道府県知事の承認を受けなければならない。 

② 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の

承認を受けなければならない。 

③ 基金事業に係る関係書類の保存については次のとおりとす

る。 

ア．事業者が地方公共団体の場合 

基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした

調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出につい

て証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を基金事業

が完了する日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合

には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間

保管しておかなければならない。 

イ．事業者が地方公共団体以外の場合 

基金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当

該帳簿及び証拠書類を基金事業が完了する日（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければな
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らない。 

④ 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びそ

の従物並びに基金事業により取得し、又は効用の増加した価

格が５０万円以上（事業者が地方公共団体以外の者の場合は

３０万円以上）の機械及び器具については、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定

める耐用年数を経過するまで、都道府県知事の承認を受けな

いで、この特別対策事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

⑤ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収

入があった場合には、その収入の全部又は一部を都道府県

に納付させることがある。 

⑥ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産について

は、基金事業の完了後においても善良な管理者の注意をもっ

て管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならな

い。 

⑦ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結す

るいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括

して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

⑧ 基金事業を行う者が①から⑦までにより付した条件に違反し

た場合には、この助成金の全部又は一部を都道府県に納付さ

せることがある。 

（３）（２）の⑤により事業者から財産の処分による収入の全部又は一

部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に
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納付させることがある。 

（４）（２）の⑧により事業者から納付させた場合には、その納付額の

全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

 

第５ 地域医療再生計画の変更 

（１）都道府県は、必要に応じて地域医療再生計画を変更することが

できるものとする。 

（２）都道府県は、地域医療再生計画の変更（軽微な変更を除く。）に

当たっては、あらかじめ、医療審議会又は医療対策協議会の意見

を聴くものとする。 

（３）都道府県は、地域医療再生計画を変更する場合、当該変更につ

き、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

（４）厚生労働大臣は、都道府県の地域医療再生計画の変更（軽微

な変更を除く。）を承認する場合は、有識者による協議会（以下「協

議会」という。）の意見を聴くものとする。 

 

第６ 基金事業の中止・終了 

（１）都道府県は、基金事業を中止し、又は終了する場合には、厚生

労働大臣の承認を受けなければならない。 

（２）基金事業の実施期限は、平成２５年度末までとする。 

ただし、平成２５年度末までに実施した基金事業にかかる精算に

ついては、平成２６年１２月末まで行うことができることとし、やむを

得ない理由がある場合は、厚生労働大臣の承認を受けた上で、基

金事業が完了するまで、基金事業として必要な経費の支出、運用

 

 

 

 

第５ 地域医療再生計画の変更 

（１）～（３）略 

 

 

 

 

 

 

（４）厚生労働大臣は、都道府県の地域医療再生計画の変更（軽微な

変更を除く。）を承認する場合は、地域医療再生計画に係る有識者

による会議（以下「有識者会議」という。）の意見を聴くものとする。 

 

第６ 基金事業の中止・終了 

（１）～（２）略 
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益の繰り入れ及び精算に関する業務のみを行うことができる。 

（３）厚生労働大臣は、（２）に定める場合のほか、次に掲げる場合に

は、基金事業について終了又は変更を命ずることができるものとす

る。 

① 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。）、

交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の

処分若しくは指示に違反した場合 

② 都道府県が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合 

③ 都道府県が、基金の運営に関して不正、怠慢その他不適切な

行為をした場合 

④ 地域医療再生計画に定める目標を達成する見込みがないと

協議会が認める場合 

⑤ その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

（４)厚生労働大臣は、(３)の終了又は変更を命じた場合において、期

限を付して、基金から支出した金額に相当する金額について、基金

に充当することを命ずることができるものとする。 

（５）（４）の期限内に基金に充当がなされない場合には、厚生労働大

臣は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年利

５．０％の割合で計算した延滞金の基金への充当を併せて命ずるも

のとする。 

（６）基金の解散は、精算手続がすべて完了したうえで行うものとす

る。 

 

（３）厚生労働大臣は、（２）に定める場合のほか、次に掲げる場合に

は、基金事業について終了又は変更を命ずることができるものとす

る。 

① 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。）、

交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の

処分若しくは指示に違反した場合 

② 都道府県が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合 

③ 都道府県が、基金の運営に関して不正、怠慢その他不適切な

行為をした場合 

④ 地域医療再生計画に定める目標を達成する見込みがないと

有識者会議が認める場合 

⑤ その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

（４）～（６） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添 地域医療再生基金管理運営要領新旧対照表 

9 
 

旧 新 

なお、基金を解散する場合には、解散するときまでの基金の保

有額、基金に係る保管の状況等必要な事項を厚生労働大臣に報

告し、その指示を受け、解散するときに有する基金の残余額を国庫

に返還しなければならない。 

 

第７ 基金事業の実績報告等 

（１）事業者から都道府県知事への報告 

   事業者は、毎年度、基金事業の実績報告を都道府県知事が定

める様式により、都道府県知事に提出しなければならない。 

（２）都道府県知事から厚生労働大臣への報告 

都道府県知事は、毎年度、各事業年度の開始前に、基金事業

に係る事業実施計画を別紙様式１により厚生労働大臣に提出しな

ければならない。 

また、都道府県知事は、毎年度、基金事業に係る決算終了後

速やかに、当該事業に係る目標の達成状況を評価し、実績報告

を作成するとともに、基金に係る保管実績等とあわせて別紙様式

２により厚生労働大臣に提出しなければならない。 

 

第８ その他 

（１）都道府県は、事業者が行う基金事業に係る助成金の交付申請

及び交付決定の事務に係る手続等の助成要綱を定め、実施する

ものとする。 

（２）都道府県は、管内市町村、関係団体等に基金事業の趣旨につ

いて十分な説明を行うとともに、事業者との連携を十分に行い、事

 

 

 

 

 

第７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ （略） 
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務処理に遺漏のないよう取り扱われたい。 
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（別紙様式１） 
番         号
平成○○年○○月○○日

厚生労働大臣  殿 
 

都道府県知事  印 
 

平成○○年度地域医療再生基金管理運営要領に 
基づく事業実施計画について 

 
１ 基金事業実施計画（○○県地域医療再生計画） 

  

（１）交付要綱第４の別表の（１）の地域（○○医療圏）
(ア)事業実施計画 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設
者名を含む））

●●年度実施事業内容 ●●年度事業費

都道府県助成額
左記のうち、再生

基金充当額
事業者負担額

①当該地域における事業

1.(1)のｱ

1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ

5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成予定状況

（２）交付要綱第４の別表の（２）の地域（△△医療圏）
(ア)事業実施計画 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設
者名を含む））

●●年度実施事業内容 ●●年度事業費

都道府県助成額
うち再生基金充

当額
事業者負担額

①当該地域における事業

1.(1)のｱ

1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ

5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成予定状況

地域医療再生計画

合　計

地域医療再生計画

合　計

 

 

 

 

 

 

（別紙様式１） 
番             号 

平成○○年○○月○○日 
厚生労働大臣  殿 

 
都道府県知事  印 

 
平成○○年度地域医療再生基金管理運営要領に 

基づく事業実施計画について 
 
１ 基金事業実施計画（○○県地域医療再生計画） 

（１）平成２１年度交付要綱第４の別表の（１）の地域（○○医療圏）
(ア)事業実施計画 （単位：円）

●●年度事業費
都道府県助 左記のうち、 事業者負担

①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ
5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成予定状況

（２）平成２１年度交付要綱第４の別表の（２）の地域（△△医療圏）
(ア)事業実施計画 （単位：円）

●●年度事業費

都道府県助 うち再生基金 事業者負担
①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ
5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成予定状況

（３）平成２２年度交付要綱第４の地域
(ア)事業実施計画 （単位：円）

●●年度事業費

都道府県助 うち再生基金 事業者負担
①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成予定状況

●●年度実施事業内容
事業者名（施設名等
（開設者名を含む））

地域医療再生計画

地域医療再生計画
事業者名（施設名等

（開設者名を含む））
●●年度実施事業内容

地域医療再生計画
事業者名（施設名等

（開設者名を含む））
●●年度実施事業内容

合　計

合　計

合　計
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旧 新 

２ 添付資料 

（１）当該年度の歳入歳出予算（見込）書抄本 

（２）その他参考となる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 添付資料 

（１）当該年度の歳入歳出予算（見込）書抄本 

（２）目標達成シート（別紙） 

（３）その他参考となる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添 地域医療再生基金管理運営要領新旧対照表 

13 
 

旧 新 

（別紙様式２） 

番         号

平成○○年○○月○○日

厚生労働大臣  殿 

 

都道府県知事  印 

 

平成○○年度地域医療再生基金管理運営要領に 

基づく事業実施状況報告について 

 

１ 基金保管実績 

基金の保有区分 年度当初保管額 

(A) 

年度内異動額 

(B) 

年度末保管額

(A-B) 

 円 円 円

合計額    

 

２ 基金運用実績 

基金の保有区分 利息額 差益額 

 円 円

合計額   

※ 基金の保有形態別に、収入の種別により記載する他、内訳を添付すること。

 

 

（別紙様式２） 

番             号 

平成○○年○○月○○日 

厚生労働大臣  殿 

 

 都道府県知事  印 

 

平成○○年度地域医療再生基金管理運営要領に 

基づく事業実施状況報告について 

 

１ 基金保管実績 

基金の保有区分 年度当初保管額

(A) 

年度内異動額 

(B) 

年度末保管額

(A-B) 

 円 円 円 

合計額    

 

２ 基金運用実績 

基金の保有区分 利息額 差益額 

 円 円 

合計額   

※ 基金の保有形態別に、収入の種別により記載する他、内訳を添付すること。 
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旧 新 

３ 基金事業実施状況（○○県地域医療再生計画）

（１）交付要綱第４の別表の（１）の地域（○○医療圏）
(ア)事業実績報告 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設
者名を含む））

●●年度実施事業内容
●●年度事業予定額

（計画時）
●●年度実事業費

都道府県助成額
左記のうち、再生

基金充当額
事業者負担額

①当該地域における事業

1.(1)のｱ

1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ

5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成状況及び評価

（２）交付要綱第４の別表の（２）の地域（△△医療圏）
(ア)事業実績報告 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設
者名を含む））

●●年度実施事業内容
●●年度事業予定額

（計画時）
●●年度実事業費

都道府県助成額
左記のうち、再生

基金充当額
事業者負担額

①当該地域における事業

1.(1)のｱ

1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ

5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成状況及び評価

地域医療再生計画

合　計

地域医療再生計画

合　計

 

 

 

 

 

 

 

４ 添付資料 

（１）当該年度の歳入歳出決算（見込）書抄本 

（２）その他参考となる資料 

３ 基金事業実施状況（○○県地域医療再生計画） 

（１）平成２１年度交付要綱第４の別表の（１）の地域（○○医療圏）
(ア)事業実績報告 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設者 ●●年度実施事業内容 ●●年度事業予定額 ●●年度実事業費

都道府県助成額 左記のうち、再生 事業者負担額

①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ
5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成状況及び評価

（２）平成２１年度交付要綱第４の別表の（２）の地域（△△医療圏）
(ア)事業実績報告 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設者 ●●年度実施事業内容 ●●年度事業予定額 ●●年度実事業費

都道府県助成額 左記のうち、再生 事業者負担額

①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ
5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成状況及び評価

（３）平成２２年度交付要綱第４の別表の地域
(ア)事業実績報告 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設者 ●●年度実施事業内容 ●●年度事業予定額 ●●年度実事業費

都道府県助成額 左記のうち、再生 事業者負担額

当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成状況及び評価

合　計

地域医療再生計画

合　計

地域医療再生計画

合　計

地域医療再生計画

 

４ 添付資料 

（１）当該年度の歳入歳出決算（見込）書抄本 

（２）目標達成シート（別紙） 

（３）その他参考となる資料 
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別紙（改正後全文） 

医政発第 0605008 号 

平成 21 年 6 月 5 日 

一部改正 医政発 1209 第 6 号 

平成 22 年 12 月 9 日 

 

第１ 通則 

地域医療再生臨時特例交付金により都道府県に造成された基金（以下「基金」という。）の管

理、運用、取崩し等及び基金を活用して行われる事業（以下「基金事業」という。）については、こ

の要領の定めるところによるものとする。 

なお、この要領は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１

７９号）第７条に規定する補助金等の交付の条件である。 

 

第２ 基金の造成 

（１）基金の造成 

基金は、平成２１年６月５日厚生労働省発医政第０６０５００３号厚生労働省事務次官通知

別紙「地域医療再生臨時特例交付金交付要綱」（以下「平成２１年度交付要綱」という。）及び

平成２２年１２月９日厚生労働省発医政１２０９第７号厚生労働省事務次官通知別紙「地域医

療再生臨時特例交付金交付要綱」（以下「平成２２年度交付要綱」という。）に基づき、都道府

県が国から地域医療再生臨時特例交付金の交付を受けて造成するものとする。 

（２）基金の造成方法 

基金については、次の事項を条例等において規定するものとする。 

① 基金の造成目的 

② 基金の額 

③ 基金の管理  

④ 運用益の処理 

⑤ 基金の処分 

（３）基金の取崩し 

① 都道府県は、平成２１年度交付要綱及び平成２２年度交付要綱の２に定める地域医療

再生計画の範囲内で、必要に応じ、都道府県又は当該都道府県以外の者（以下「事業者」

という。）が行う基金事業に必要な経費を基金から取り崩し、支出するものとする。 

② 都道府県は、平成２１年度交付要綱及び平成２２年度交付要綱の４に基づき決定され

た交付額については、地域医療再生計画を実施するにあたり、この区分を超えて配分の

変更をしてはならない。 

（４）基金の運用 

基金の運用については、次の方法によるものとする。 

① 国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得 

② 金融機関への預金  
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③ 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託（ただし、元本保証のあるものに限る。）

基金の運用によって生じた運用益は、当該基金に繰り入れるものとする。 

（５）基金の処分の制限 

基金（（４）により繰り入れた運用益を含む。）は、基金事業を実施する場合を除き、これを取

り崩してはならないものとする。 

 

第３ 基金事業の実施 

（１）基金事業の対象 

基金事業は、地域医療再生計画に定める事業（国庫負担（補助）金対象事業に要する費用

のうち国以外の者が負担する経費の全部又は一部を負担する事業を含む。ただし、既に実施

している国庫負担（補助）金対象事業及び既に実施している地方単独事業を除く。）を対象とす

る。 

（２）基金事業の実施主体 

基金事業の実施主体は、都道府県又は事業者とする。 

また、都道府県は、外部の団体等へ事業の一部を委託することができるものとする。 

（３）事業者が行う基金事業に係る助成金の交付申請等  

① 事業者は、基金事業を実施しようとする場合は、毎年度、都道府県に対して基金事業に

係る助成金の申請をしなければならない。 

② 都道府県は、事業者から基金事業に係る助成金の申請を受けた場合には、審査を行

い、当該申請の内容を適正と認める場合は、当該事業者に対し助成金の交付を行うもの

とする。 

③ 都道府県は、②の助成決定に基づき、基金から当該事業相当分を取り崩し、これを一

般会計に繰り入れ、都道府県が負担する額を合わせた上で、事業者に対し助成金を交付

するものとする。 

 

第４ 基金事業を実施する場合の条件 

（１）都道府県が基金事業を実施する場合 

① 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基金事業によ

り取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年数を経

過するまでの間、厚生労働大臣の承認を受けないで、当該基金事業の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

② 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

③ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければ

ならない。 

④ 基金事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事
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業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を基金事業

完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属す

る年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

⑤ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

（２）都道府県が事業者が行う基金事業に対して助成する場合 

① 基金事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、都道府県知事の承認を

受けなければならない。 

② 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の承認を受けなければならな

い。 

③ 基金事業に係る関係書類の保存については次のとおりとする。 

ア．事業者が地方公共団体の場合 

基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事

業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を基金事業

が完了する日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

イ．事業者が地方公共団体以外の場合 

基金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

て証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を基金事業が完了する日（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５

年間保管しておかなければならない。 

④ 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基金事業によ

り取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上（事業者が地方公共団体以外の者の

場合は３０万円以上）の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年数を経過するまで、都道府県知事の

承認を受けないで、この特別対策事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、

担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

⑤ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。 

⑥ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければ

ならない。 

⑦ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

⑧ 基金事業を行う者が①から⑦までにより付した条件に違反した場合には、この助成金

の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。 

（３） （２）の⑤により事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合に

は、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 
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（４） （２）の⑧により事業者から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納

付させることがある。 

 

第５ 地域医療再生計画の変更 

（１）都道府県は、必要に応じて地域医療再生計画を変更することができるものとする。 

（２）都道府県は、地域医療再生計画の変更（軽微な変更を除く。）に当たっては、あらかじめ、医

療審議会又は医療対策協議会の意見を聴くものとする。 

（３）都道府県は、地域医療再生計画を変更する場合、当該変更につき、厚生労働大臣の承認

を受けなければならない。 

（４）厚生労働大臣は、都道府県の地域医療再生計画の変更（軽微な変更を除く。）を承認する

場合は、地域医療再生計画に係る有識者による会議（以下「有識者会議」という。）の意見を聴

くものとする。 

 

第６ 基金事業の中止・終了 

（１）都道府県は、基金事業を中止し、又は終了する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなけ

ればならない。 

（２）基金事業の実施期限は、平成２５年度末までとする。 

ただし、平成２５年度末までに実施した基金事業にかかる精算については、平成２６年１２月

末まで行うことができることとし、やむを得ない理由がある場合は、厚生労働大臣の承認を受

けた上で、基金事業が完了するまで、基金事業として必要な経費の支出、運用益の繰り入れ

及び精算に関する業務のみを行うことができる。 

（３）厚生労働大臣は、（２）に定める場合のほか、次に掲げる場合には、基金事業について終了

又は変更を命ずることができるものとする。 

① 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５

号。）、交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の処分若しくは指示に違

反した場合 

② 都道府県が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合 

③ 都道府県が、基金の運営に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

④ 地域医療再生計画に定める目標を達成する見込みがないと有識者会議が認める場合 

⑤ その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

（４）厚生労働大臣は、（３）の終了又は変更を命じた場合において、期限を付して、基金から支

出した金額に相当する金額について、基金に充当することを命ずることができるものとする。 

（５）（４）の期限内に基金に充当がなされない場合には、厚生労働大臣は、未納に係る額に対し

て、その未納に係る期間に応じて年利５．０％の割合で計算した延滞金の基金への充当を併

せて命ずるものとする。 

（６）基金の解散は、精算手続がすべて完了したうえで行うものとする。 

なお、基金を解散する場合には、解散するときまでの基金の保有額、基金に係る保管の状
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況等必要な事項を厚生労働大臣に報告し、その指示を受け、解散するときに有する基金の残

余額を国庫に返還しなければならない。 

 

第７ 基金事業の実績報告等 

（１）事業者から都道府県知事への報告 

事業者は、毎年度、基金事業の実績報告を都道府県知事が定める様式により、都道府県

知事に提出しなければならない。 

（２）都道府県知事から厚生労働大臣への報告 

都道府県知事は、毎年度、各事業年度の開始前に、基金事業に係る事業実施計画を別紙

様式１により厚生労働大臣に提出しなければならない。 

また、都道府県知事は、毎年度、基金事業に係る決算終了後速やかに、当該事業に係る

目標の達成状況を評価し、実績報告を作成するとともに、基金に係る保管実績等とあわせて

別紙様式２により厚生労働大臣に提出しなければならない。 

 

第８ その他 

（１）都道府県は、事業者が行う基金事業に係る助成金の交付申請及び交付決定の事務に係る

手続等の助成要綱を定め、実施するものとする。 

（２）都道府県は、管内市町村、関係団体等に基金事業の趣旨について十分な説明を行うととも

に、事業者との連携を十分に行い、事務処理に遺漏のないよう取り扱われたい。 
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（別紙様式１） 

番         号 

平 成 年 月 日 

 厚生労働大臣  殿 

 

 都道府県知事  印 

 

 

平成○○年度地域医療再生基金管理運営要領に基づく事業実施計画について 

 

１ 基金事業実施計画（○○県地域医療再生計画） 

（１）平成２１年度交付要綱第４の別表の（１）の地域（○○医療圏）
(ア)事業実施計画 （単位：円）

●●年度事業費

都道府県助 左記のうち、 事業者負担

①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ
5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成予定状況

（２）平成２１年度交付要綱第４の別表の（２）の地域（△△医療圏）
(ア)事業実施計画 （単位：円）

●●年度事業費

都道府県助 うち再生基金 事業者負担

①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ
5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成予定状況

（３）平成２２年度交付要綱第４の地域
(ア)事業実施計画 （単位：円）

●●年度事業費

都道府県助 うち再生基金 事業者負担

①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成予定状況

●●年度実施事業内容
事業者名（施設名等

（開設者名を含む））
地域医療再生計画

地域医療再生計画
事業者名（施設名等

（開設者名を含む））
●●年度実施事業内容

地域医療再生計画
事業者名（施設名等

（開設者名を含む））
●●年度実施事業内容

合　計

合　計

合　計

２ 添付資料 

（１）当該年度の歳入歳出予算（見込）書抄本 

（２）目標達成シート（別紙様式３） 

（３）その他参考となる資料 
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（別紙様式２） 

番         号 

平 成 年 月 日 

 厚生労働大臣  殿 

 

 都道府県知事  印 

 

平成○○年度地域医療再生基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告について 

 

１ 基金保管実績 

基金の保有区分 年度当初保管額 

(A) 

年度内異動額 

(B) 

年 度 末 保 管 額

(A-B) 

 円 円 円 

合計額    

 

２ 基金運用実績 

基金の保有区分 利息額 差益額 

 円 円 

合計額   

※ 基金の保有形態別に、収入の種別により記載する他、内訳を添付すること。 

 

３ 基金事業実施状況（○○県地域医療再生計画） 
（１）平成２１年度交付要綱第４の別表の（１）の地域（○○医療圏）

(ア)事業実績報告 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設者 ●●年度実施事業内容 ●●年度事業予定額 ●●年度実事業費

都道府県助成額 左記のうち、再生 事業者負担額

①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ
5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成状況及び評価

（２）平成２１年度交付要綱第４の別表の（２）の地域（△△医療圏）
(ア)事業実績報告 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設者 ●●年度実施事業内容 ●●年度事業予定額 ●●年度実事業費

都道府県助成額 左記のうち、再生 事業者負担額

①当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

②都道府県単位の事業

5.(2)のｱ
5.(2)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成状況及び評価

（３）平成２２年度交付要綱第４の別表の地域
(ア)事業実績報告 （単位：円）

事業者名（施設名等（開設者 ●●年度実施事業内容 ●●年度事業予定額 ●●年度実事業費

都道府県助成額 左記のうち、再生 事業者負担額

当該地域における事業

1.(1)のｱ
1.(1)のｲ

（イ）地域医療再生計画に掲げる目標のうち、本年度達成状況及び評価

合　計

地域医療再生計画

合　計

地域医療再生計画

合　計

地域医療再生計画

 

４ 添付資料 

（１）当該年度の歳入歳出決算（見込）書抄本 

（２）目標達成シート（別紙様式３） 

（３）その他参考となる資料 



目標達成シート 
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別紙様式３ 

都道府県名 計画実施地域 

  

 

 

事業責任者 

（実施事業者名） 
計画終了時の目標 

年度ごとの達成目標・達成状況（上段達成目標、下段達成状況） 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    

   
    

    


